
令和５年４月 

桜井市立桜井西小学校 

 学校内外での服装などのきまり 

 本校では、学校生活が安全・健康に進められるように、学校内外での服装のきまりなどを次のように定めていま

す。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１．校内生活の服装等 

服 装 男子・女子 

標 準 服 色はグレー 

上‥‥ダブルの４つボタン 

下‥‥半ズボンまたはボックススカート 

帽 子 夏‥‥薄めのベージュ色、薄地、平のリボン 

冬‥‥標準服と同色・同生地、平のリボン 

カ ッ タ ー 

ブ ラ ウ ス 

夏‥‥半袖白の襟付き 

冬‥‥長袖白の襟付き 

 （どちらもポロシャツ可） 

肌 着 華美でないもの（ハイネックは不可。カッター・ブラウスからはみ出ないようにする。） 

名 札 台布の色 

（１年 水色、２年 橙、３年 黄緑、４年 赤、５年 黄、６年 緑）←ご注意ください。 

名札は台布に縫い付け、ポケットの上にピン止め 

（学校でまとめて購入。紛失の際は、担任に申し込む。） 

※シール等よけいなものはつけない。 

靴 下 白 長さは、くるぶしがかくれるところから膝下までの長さ 

ワンポイント可（親指で隠れる程度の大きさ） スニーカーソックス不可 ライン不可 

  （靴下の底のみが黒・グレーになっているものは、靴からはみ出ないようにすれば可） 

上 靴 前ゴムつき、無地、靴の底が白ゴム 

下 靴 白のシューズ（ハイカット、アップシューズは不可） 

（上靴・下靴に絵を描いたり、靴紐を華美な色に変えたり、シールを貼ったりしない） 

通 学 カ バ ン ランドセル（キーホルダー等をつけたりシールを貼ったりしない。お守りは中に入れる。） 

必要に応じて手提げかばんを使う。 

冬 
 

期
（
十
一
月
～
三
月
） 

セ ー タ ー  

ベ ス ト 

標準服だけでは寒さに対応しきれない時に着用してもよい。 

黒色・紺色・灰色・白色 

長 ズ ボ ン 体調に合わせて着用してもよい。黒色・紺色・灰色・茶色の無地（ワンポイント、ラインは可） 

タイツ類、ジーンズは不可。ひきずらないように調整する。 

手 袋 装飾のついていない実用的なもの 

防 寒 着 ランドセルに収納でき、派手でないもの、登下校のみ。 

マフラー、膝掛けは不可。 

ネック 

ウォーマー 

ランドセルに収納できるもの。登下校のみ。 

黒色・紺色・灰色・白色・茶色 

 



頭 髪 パーマ・毛染め・そり込み・２ブロック・デザインカット 

コーンロウやブレイズ等の編み込みはしない。 

髪の毛の長い児童（肩にかかる児童）は、髪をまとめる。 

前髪は目にかからないようにする。 

髪どめのゴムは、黒色・紺色・茶色で飾りのない物を使用する。 

その他 ピアスをつけない。 化粧をしない。 

２．体育時の服装 

服 装 男子・女子  

体 操 服 上‥‥白のトレシャツ 

 左胸に、氏名を記入した布 

（縦4cm、横7cm）を縫い付ける。 

下‥‥紺の無地、短パン 

 （ポケット付き） 

冬期（11月～３月）は、体調に応じて動きやすい体育用ジャージ 

を着用してもよい。色は黒色・紺色・灰色・茶色  

（普段のズボンと体育用ズボンを分ける。） 

体 操 帽 赤白帽、青黄帽（ともに前庇付） 

体育館シューズ 黄色または、白色で黄ライン入り、靴の底は白ゴム 

水 着 別紙「プール学習の服装について」に記載 

３．遊びについて 

・ なかよし広場でのボール遊びや走る遊びは禁止とする。 

・ ドッジボールは蹴らずに使う。 

・ 遊具は順番を守って使う。（雨で濡れているときは使わない。） 

・ ブランコでは、立ち乗りや二人乗りをしない。 

・ 放課後、運動場やシャルトル公園などで硬い野球ボール・金属バットは使わない。 

４．校外生活のきまりについて 

  ・登下校時には、防犯ブザーを身に着ける。（遊びに行く際にもなるべく身に着ける。） 

・校区外へは子どもだけでは行かない。イオン、キリン堂、サンディ、コンビニ、ジョーシン、トライアル、

オークワ、三洋堂などにも子どもだけでは行かない。 

・火遊びをしたり、線路に入って遊んだりしない。 

・道路でスケートボードやインラインスケート、Ｊボードなどを使用しない。 

・遊ぶときは、「いつ、どこで、誰と遊ぶのか、何時に帰るのか」をおうちの人に伝えておく。 

・運動場の開放は、午後４：３０までとする。（土・日曜日は社会体育を優先する。） 

  ・午後５時には家に帰っておくようにする。 

５．持ち物について 

・ 薬を持ってくる場合は、おうちの人に連絡をしてもらう。 

（リップクリームも同様。薬用で色のついていない物のみ可とする。） 

・ 学校への携帯電話の持ち込みは原則禁止とする。 

６．その他 

  ・原則として、忘れ物は学校に取りに来ない。どうしても取りに来る際には、保護者と一緒に来る。 

持ち物には必ず

名前を書く。 

 


